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＜目次＞リンク貼り付け
・はじめに（※必ずご確認ください）
・ドローン情報基盤システム（飛行許可承認申請機能） ＜以下、DIPS＞のご案内
・基本情報の登録（無人機情報・操縦者情報・申請者情報）
・基本情報の登録における注意点

・（参考）包括申請のご案内
・（参考）申請方法のご案内
・（参考）空港等設置管理者及び空域管轄機関との調整

・DIPS申請について（申請書の作成）
・DIPS申請における注意点（申請書作成）①～⑩

＜直近の主な改正事項＞ R4.6月
①動作推奨環境の変更（IEサポート終了に伴い、Microsoft Edgeに変更）
②機体登録義務化に伴う変更（ドローン登録システムとの連携関連）
③申請提出先の注意事項を追加_DIPS申請における注意点⑤資料追加
④機体選択時の注意事項を追加_DIPS申請における注意点⑥-1,2資料追加
⑤第三者賠償責任保険加入欄_「無制限」CK箇所追加（注意点⑨資料更新）



はじめに

◆～無人航空機を飛行させる前に～◆

本許可・承認申請は、《航空法》に関する飛行許可・承認申請です。
その他の「各種法令」「条例」等の許可承認申請ではございませんのでご注意ください。

申請は飛行開始予定日の10開庁日前（土日祝日を除く）までに余裕をもって実施してください
飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出してください。なお、申請に不備があった場合には、審査
に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日の10開庁日前からさらに、期間に相当の余裕をもって申請してください。

申請書を提出する前に記載内容を必ずご確認ください
「飛行日時」「飛行場所住所」「関係機関との調整」等必要事項が記載されているか、本申請手引きに沿って今一度ご確認
の上申請いただきますようお願いいたします。
申請書に不備がある場合、審査に多くの時間を要し、飛行希望日までに許可が下りない可能性があります。
「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行のルール」ホームページも合わせてご確認ください。

◆～航空法及び飛行マニュアル（航空局標準マニュアル）の遵守について～◆

申請にあたり、『航空局標準マニュアル』を使用する場合、記載内容を熟読願います。
（航空法等の改正に伴い、随時内容が更新されますので、「無人航空機の飛行のルール」ホームページにて最新のマニュ
アル内容を確認するようにしてください）
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◆～お問い合わせについて～◆

ＤＩＰＳでの飛行許可・承認申請に係るお問い合わせについては《無人航空機ヘルプデスク》にお問い合わせください。

無人航空機ヘルプデスク：連絡先は「無人航空機の飛行のルール」ホームページ最下段をご確認ください。

また、上記ホームページ、DIPS Top画面「飛行申請ガイド」リンク先にてDIPS操作マニュアルを掲載していますので、

合わせてご活用ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html


DIPSのご案内

申請者の皆様には平素より、「オンライン申請システム（DIPS）」のご案内をさせていただいております。
『オンライン申請』については、「郵送での申請」よりも比較的早く許可承認を受けることができますので、ご利用ください。

右記のURLをブラウザのアドレスバーに入力し、実行します。⇒「https://www.dips.mlit.go.jp/portal/」

◆個人として申請される方 ⇒ 「個人」を選択

◆企業・法人として申請される方 ⇒ 「企業・団体」を選択

※「個人」でのアカウント開設では「企業名」等の入力ができま
せん。企業・法人にて申請される方は、必ず「企業・団体」を選
択しアカウントを開設してください。

※払い出されたIDアカウントを削除することは出来ません。
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https://www.dips.mlit.go.jp/portal/


DIPS申請の流れ（STEP1～STEP10）
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※システムの利用開始から飛行許可承認を受けるまでの
全体の流れを左図に示します。
申請者情報を登録しIDを発行後、飛行させる機体（無人
航空機）の情報、操縦者の情報を登録し、申請書作成に
移ります。
申請書提出後、希望された「紙許可書」又は「電子許可
書」等が発行されます。

※本システムを動作させる上での推奨環境は以下の通り

「操作マニュアル」から抜粋

IE不可



DIPSのご案内
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~以下、よくある問い合わせについてご注意ください~

・住所は都道府県と市区町村以下を分けて入力して下さい。
住所が国外等の場合は、都道府県に「その他」を選択し、市区町村以下のテキス
トエリアにお住まいの住所を入力して下さい。

・パスワードは英字（A～Z・a～z）、数字（0～9）、記号（+ -* / = . , : ; ` @ ! # 

$ % ? | ~ ^ ( ) [ ] { } _）を組み合わせたもので、英字と数字は１文字以上を使用し、
8文字～12文字で作成してください。

・登録完了後に入力したメールアドレス宛に申請者IDと最終登録用のURLが記載
された電子メールが送信されます。
受信設定を行っている場合は、以下のメールアドレスからのメールを受信できるよ
うに設定してください。
information@dips.mlit.go.jp

申請者IDを使用するためには、メール内のURLにアクセスする必要があります。

※操作方法等で不明な点がございましたら、操作マニュアルも合わせてご確認ください。

mailto:information@dips.mlit.go.jp


基本情報の登録（無人機情報・操縦者情報・申請者情報）

申請するにあたって、まずは所有され
ている無人航空機及び無人航空機を
操縦される方（操縦者）の情報をシス
テムへ登録する必要があります。

！～注意事項～！
上記登録情報は、申請書と常にリンクしているわけ
ではありませんので、登録情報を変更した際には、
申請書への再登録が必要です。

※申請書に付与した無人航空機・操縦者情報を削
除して再登録しないと変更情報が申請書に反映さ
れません。

※申請者情報を変更する場合は、申請書を新たに
「複製」し再度ご提出いただく必要があります。

申請者の情報確認・変更
※アカウント作成時の情報を確認することができます。
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➀ ②

無人航空機情報の登録・変更

操縦者情報の登録・変更

①

②



基本情報の登録における注意点（無人機情報の登録）
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「ドローン登録システムから情報取得」を選択した場合

■機体情報管理／機体情報一覧

◆ドローン登録システム（DRS）
（https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init）

で登録記号（JUから始まる12桁の英数字）を発行済み
の方はこちらから情報の連携が可能です。

機体情報を連携するためには、ドローン登録システムで
使用している
・ログインID

・パスワード
をご入力いただく必要があります。

※DIPS（飛行許可承認機能）の申請者ID・パスワー
ドではないのでご注意ください。

◆「機体情報管理／ドローン登録システム連携登録記号入力画面」に
おいて、「ドローン登録システムの照合に失敗しました。時間をおいて
再度実施をお願いします。」が表示された場合は、「戻る」ボタンを押
下し、「ドローン登録システムから情報取得」ボタンを押下し、再度画
面を開いてください。

◆登録システムのログインID・パスワードをお忘れの場合、下記リン

ク「よくある質問 ドローン登録システムについて」記載の方法でお手
続きいただくか、無人航空機登録ヘルプデスクへご連絡ください。

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/question.html

ドローン登録システムのログインID・パスワードを使
用して連携することで、当該ログインIDに紐づく登録
記号取得済みの機体情報を、HP掲載機であるかを
自動判別した上で入力画面に反映することができま
す。

※ドローン登録システムから機体連携する場合は、操作マニュアルP.23以降をご確認ください。

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/question.html


基本情報の登録における注意点（無人機情報の登録）

◆登録記号は半角英数字12桁で入力してください。
試験飛行届出番号は半角英数字および15桁で入力
してください。

「登録記号」または「試験飛行届出番号」のいずれか
一方を必ず入力してください。

◆最大離陸重量の単位は「ｋｇ」です。
「ｇ」ではありませんのでご注意ください。
例）「重量：300g」の機体の場合は「0.3」と記載

◆１機体の「製造番号等」は原則１つとなります。
改造の有無等により、同一機体を複数登録が必要な
場合は、機体登録の複製から登録します。

◆所有者の郵便番号及び住所について

郵便番号は空欄でも申請可能です。
住所は「都道府県」と「市区町村以下」を分けて入力
してください。
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■機体情報管理／機体情報編集（基本情報）画面

◆氏名について(所有者区分で「個人」を選択した場合)

※個人の氏名については身分証明書等に記載の内容
（必要に応じて、アルファベットを含む）どおりに登録し
てください。

◆ドローン登録システムから連携した場合
・1－1 機体情報
・1－2 所有者情報 の一部項目は
は自動で入力され、変更することはできません。

「ドローン登録システム連携
最新化」ボタンを押下



基本情報の登録における注意点（操縦者情報の登録）

HP掲載団体の技能認証をお持ちの方

HP掲載団体の技能認証をお持ちでない方

◆『必須事項』を記載してください。

・操縦者住所は『都道府県名』から正確に記載してく
ださい。郵便番号は不要です。

◆航空局ホームページに掲載された日付以降に
発行された技能認証のみ有効です。

◆『必須事項』を記載してください。

・操縦者住所は『都道府県名』から正確に記載してく
ださい。郵便番号は不要です。

※参考※

ホームページに掲載されている講習団体から発
行された技能認証以外をお持ちの方は
『技能認証無し』で登録してください。
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■操縦者情報管理/操縦者情報編集(HP掲載団体技能認証あり/なし）画面



基本情報の登録における注意点（操縦者情報の登録）

◆総飛行時間が10時間未満の方は、『業務飛行』等の
申請はできません。航空法上の許可承認が不要な場
所（屋内、河川敷等）にて、１０時間以上の飛行訓練
を実施した後申請するか、《飛行訓練のための申請》
を実施してください。

◆マルチコプター型ドローンの申請は『回転翼航空機』
の飛行実績欄に飛行経験時間を記載してください。

◆総飛行時間については、夜間飛行○時間＋目視外
飛行○時間＋通常飛行〇時間の『総合計時間数』を
記載してください。

『夜間飛行時間：1時間』、『目視外飛行時間：1時間』、
『通常飛行時間15時間』の場合、総飛行時間は「17

時間」です。

※「技能認証あり」にて登録された方は、システム上総
飛行時間は入力不要ですので、夜間飛行時間・目視
外飛行時間のみ記載してください。

◆操縦者毎に「飛行させることができる無人航空機」が
異なるDIPSの許可書は、システム上発行できません。
登録する操縦者が飛行可能な機体を、登録済みの機
体から選択してください。

◆飛行可能機体登録画面が表示されますので、機体
情報で登録した機体をリストから選択し「機体追加」ボ
タンを押下してください。
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■操縦者情報管理/操縦者情報編集画面



・プルダウンにて都道府県を選択してください。

・テキストボックスには、
市区町村以下の住所を全て入力してください。
※都道府県は二重登録となりますので、入力
しないでください。

・緊急連絡先には、事故発生時などの緊急時
に操縦者等と連絡がとれる携帯電話等の番
号を記載して下さい。

◆例）「企業・団体」にてアカウント作成した際の管理画面
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■申請者情報管理／申請者情報（企業・団体）編集画面

基本情報の登録における注意点（申請者情報の管理）



（参考）包括申請のご案内
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◆～包括申請について～◆

無人航空機の許可承認申請では飛行経路を特定せずに申請いただくことも可能です。（日本全国、○○県など）
この場合、飛行期間は原則３ヶ月（１年間を最長）としてご提出ください。

（飛行例）・人又は家屋の密集した地域の上空における、目視外飛行及び30ｍ未満での飛行
・夜間飛行、目視外飛行、及び30ｍ未満での飛行

ただし、以下 の飛行を実施する場合は、飛行経路を特定しない申請はできませんのでご注意ください。
また、飛行経路を特定しない申請を実施する場合は『航空局標準マニュアル02』に記載された安全体制を設定する必要があります。

【飛行の経路を特定する必要がある飛行】
・空港等周辺における飛行
・地表または水面から150ｍ以上の高さの空域における飛行
・人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・趣味目的での飛行
・研究開発目的での飛行

【飛行の経路及び日時を特定する必要がある飛行】
・人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
・催し場所の上空における飛行

※申請方法で不明な点などございましたら、《無人航空機ヘルプデスク》にお問い合わせください。
無人航空機ヘルプデスク：「無人航空機の飛行のルール」ホームページ最下段をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html


（参考）申請方法のご案内
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◆～包括申請について～◆

申請が必要な飛行について、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合であり、また継続的に飛行
を行う場合は、１年を限度として申請いただくことが可能です。

また、前ページ 【飛行の経路を特定する必要がある飛行】において、同一期間内に異なる複数の場所で
飛行を行う場合は、纏めて申請いただくことが可能です。（地図は1申請につき、5つまで作成が可能です）

（飛行例）・地表または水面から150ｍ以上の高さの空域における飛行 （神奈川県相模原市、神奈川県平塚市、etc)

◆～一括申請について～◆

申請が必要な飛行について、複数の事項の許可等が必要な場合は、一括して申請いただくことが可能です。

（飛行例）・人又は家屋の密集した地域の上空における、目視外飛行及び30ｍ未満での飛行
・夜間飛行、目視外飛行、及び30ｍ未満での飛行

ただし、前ページ の飛行を実施する場合は、飛行経路を特定しない申請はできませんのでご注意ください。

◆～代行申請について～◆

申請が必要な飛行について、複数の申請者による飛行をとりまとめて行う場合の申請は、それらの飛行をとりまとめる者
を代表者とし、代行して申請いただくことが可能です。（事業者代表者、クラブ代表者等）
また、飛行の委託を行っている者が受託者の飛行について行う場合の申請は、飛行の委託を行っている者に、代行して
申請いただくことが可能です。

なお、申請に関する内容、飛行許可承認後の飛行の事実確認等、航空局からの問い合わせは代行申請者に対し行うこととしており
ます。（飛行の事実確認等において、担当者が代行申請者と異なる場合は、その旨明示してください。）



空港等設置管理者及び空域管轄機関との調整①

※空港等設置管理者及び空域を管轄する管制機関の調整方法・連絡先は以下サイトにてご確認ください。
空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について

※【空港等の周辺の空域に該当するかは、以下サイトにてご確認ください。
国土地理院 地理院地図「空港等の周辺の空域（航空局）」

飛行の経路の詳細が分かる詳細図を添付してください。
飛行範囲の緯度経度（世界測地系で秒単位）が表示されます。

飛行エリアを囲
んでください。

354033N1394506E

354037N1394501E

354032N1394458EE

354029N1394504E
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飛行の経路（詳細図） （国土地理院の地図をもとに作成）

【空港等周辺及び150m以上の空域での飛行】

空港等周辺及び１５０ｍ以上の空域を飛行する際には、空港
等設置管理者や空域を管轄する管制機関との調整が必要です
事前に調整を行い、管理者等に支障がないことを確認した上で
飛行申請を行ってください。

（※管理者等の了解を得た場合や事前の飛行調整を行っただ
けでは、航空法上の飛行許可を受けたことにはなりませんので
ご注意ください。）

※無人航空機の飛行予定エリアについて関係機関に照会が行
われた場合、所要の調整に時間を要することについて予めご
留意ください。

なお、飛行申請手続きに際し、空港等設置管理者や空域を管
轄する管制機関から支障がない旨の回答を得られていない空
域、飛行高度での申請は認められません。

また管理者等との事前調整後、空域、飛行高度の内容を変更
する場合は、改めて管理者等に支障がないことを確認した上で
飛行空域を管轄する空港事務所に申請を行ってください。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
https://maps.gsi.go.jp/#8/35.561926/140.337103/&base=std&ls=std%7Cdid2020%7Ckokuarea&blend=0&disp=111&lcd=did2020&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m


空港等設置管理者及び空域管轄機関との調整➁
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◆申請前に空港等設置管理者、空港等の周辺空域を管
轄する機関の連絡先を確認し、電話で連絡をお願いします。

例）
①管制圏のある空港の周辺で飛行する場合
・空港等設置管理者：

・空域を管轄する関係機関：

②管制圏のない空港、ヘリポート周辺で飛行する場合
・空港等設置管理者：

③自衛隊の飛行場周辺で飛行する場合
空港等設置管理者：各自衛隊基地へ直接連絡

◆空港等周辺で飛行する際の調整先

◆調整結果の記載例

※調整結果は100文字以内で入力してください。
調整先が複数ある場合や調整結果が100文字以上にな
る場合は、申請書4／4「その他特記事項」に記載。

空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の調整方法・連絡先は
以下サイトにてご確認ください。
空港等設置管理者・空域を管轄する機関及び有人機運航団体等の連絡先について

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html


空港等設置管理者及び空域管轄機関との調整➂
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※ご注意ください※
各飛行方法の承認等を既に取得したとしても、高高度での飛行と同時に行う場合は、「場所を特定した申請」として新た
に許可承認を得る必要があります。ご自身が提出した飛行内容を十分にご確認ください。

例）包括申請（高度150m未満）で目視外飛行の承認は取得済みだが、高度200ｍで目視外飛行を行いたい。
・高度200mでの飛行の許可を空港事務所に申請
・目視外飛行（高度200m）の承認を「場所を特定して」地方航空局に申請

◆150m以上の空域で飛行する際の調整先

◆「地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関の連絡
先」を参照に調整を行ってください。

◆民間試験訓練空域のエリア内
◆訓練空域及び進入管制区のエリア外

「航空交通管理センター・航空交通管制部への事前照会方法」

こちらを参照に事前調整メールを送付してください。

◆進入管制区のエリア内
・航空局所管エリア：各空港事務所へ
・防衛省所管エリア：各自衛隊基地へ

それぞれ電話で事前調整を行ってください。

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001427373.pdf


DIPS申請について（申請書の作成）

・申請書の作成（新規）

新しく申請書を作成する際に使用します。
『新規申請』の際に使用してください。

・申請書の作成（複製）

すでに作成している申請を複製できます。

・申請書一覧

すでに作成している申請を確認できます。

・申請書の作成（変更）
すでに許可を受けている内容を、変更する際に
使用します。
『変更申請』の際に使用してください。

操縦者・機体・飛行マニュアルを変更する際に使用します。
飛行期間の延長はできません。

・申請書の作成（更新）
すでに受けている許可の期間を更新する
際に使用します。
『更新申請』の際に使用してください。

期間の更新時のみに使用します。
操縦者・機体・マニュアルの変更時は

『変更申請』を実施してください。
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DIPS申請における注意点（申請書作成）①

◆実際に行う『飛行目的』のみチェックを入れてください。

◆『（１）業務』と『（２）業務以外』について、両方の飛行を
行う場合は別々の申請書を作成し申請してください。

※ 『（１）業務』と『（２）業務以外』を1つの申請書で申請す
ることはできません。

※「飛行訓練のための申請」を実施する場合は、
《その他》にチェックを入れ、『飛行訓練のため』と記載
してください。

§「飛行訓練のための申請」は、業務：「空撮」や「趣味」
等と同時に申請することはできません。
飛行目的が『飛行訓練』のみの申請書を作成する必
要があります。

◆『飛行理由』については《飛行目的と同じ》を選択してく
ださい。

◆「150m以上の高さの空域」及び「空港周辺」の申請を
する場合は、飛行範囲を管轄する空港事務所へ申請が
必要です。

◆「150m以上の高さの空域」及び「空港周辺」の申請を
する場合は、地表高度・海抜高度を記載してください。

※『海抜高度＝地表等からの高度 + 地盤高』です。
「150m以上の高さの空域」及び「空港周辺」の申請を外
した場合、飛行高度は《150m未満》に固定されます。
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■申請書作成（１／４）飛行概要入力画面



DIPS申請における注意点（申請書作成）②

◆「150m以上の高さの空域」の申請をする場合
《空域を管轄する関係機関》欄を記載してください。

◆「空港周辺」の申請をする場合
《空域を管轄する関係機関》及び《空港設置管理者等》欄を

記載してください。

◆上記2つ（150m以上・空港周辺）の申請をしない場合
当欄には何も記入しないでください。

◆①「30m未満の距離」、③「夜間の飛行」、④「目視外での飛
行」について、申請される場合の【飛行理由】は、《飛行目的と同
じ》を選択してください。

◆夜間操縦訓練、目視外操縦訓練のための申請を実施する場
合は、③・④については《操縦訓練のため》を選択してください。

※飛行理由《操縦訓練のため》を選択する場合は
「飛行訓練のため」の申請に限定されます。

飛行訓練のための飛行申請は、業務飛行申請・趣味飛行申請
等と同時に申請はできませんのでご注意ください。

◆⑥「物件投下」を選択した場合は、飛行理由は、「その他」を選
択し、何の目的で何を投下するのか具体的に記載してください。

◆農薬散布作業を実施する場合は、⑤「危険物の輸送」・⑥「物
件投下」の申請が必要です。

農薬散布作業を実施する場合の「危険物の輸送」「物件投下」
の飛行理由は 《農薬散布のため》を選択してください。
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■申請書作成（１／４）飛行概要入力画面



DIPS申請における注意点（申請書作成）③

◆開始日が申請日より過去の日付になっていないかよくご確認く
ださい。

※飛行開始日は相当の余裕をもって設定してください。
※『飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前（土日祝日を除く）』
までに申請の提出をお願いしております。

（飛行開始予定日の10開庁日前までに『不備等がない状態
の申請書』の提出が必要です。
申請書に修正点がありますと、審査作業に相応の時間がか
かるおそれがあり、ご希望の飛行開始予定日までに許可が
おりない可能性がありますのでご留意ください。）

※飛行開始日が過去の日付になってしまっている申請が
多々見受けられますので、飛行開始日設定の際はご注意くだ
さい。

◆天候不良等により飛行日時が変化する場合には、飛行の延
期等も考慮した期間で申請書を作成してください。
なお、申請可能な期間は、１年間が限度となります。

◆催し場所上空の飛行の場合は具体的な飛行時間を記入してく
ださい

※本欄は、《催し場所上空の飛行申請》を実施する場合に使用
する欄です。
《催し場所上空の飛行申請》を実施しない場合は、当欄には何
も記載しないでください。
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■申請書作成（１／４）飛行概要入力画面



DIPS申請における注意点（申請書作成）④

経路を特定しない申請

経路を特定した申請

◆「その他」を選択した場合の飛行範囲は、『都道府県名』
から記載してください。
《例：●●県○○市》
※（「全域」・「付近」等の用語は必要ございません）

◆《特定の場所や条件でのみ飛行させる場合》欄について
は、基本的に何も記載する必要はございません。
※この欄は飛行場所に特定の条件を付する際に記載す
る欄です。飛行の際の安全体制を記載する欄ではござい
ません。

◆飛行の経路（飛行の場所）の住所は、すべての飛行範囲
について具体的に記載してください。
（「丁目、字又は番地」まで）

◆飛行の経路（飛行の場所）欄には、『住所のみ』を記載し
てください。
※「郵便番号」「施設名」「公園名」等の記載は必要ありま
せん。

◆【参照】をクリックすることで、作図画面に移行します。
「飛行範囲」「補助者の配置」等について、詳細に作図し

てください。
（作成方法は別途「操作マニュアル」をご確認ください）

◆作図画面において「登録する」ボタンをクリックした時点
で表示されている内容が、そのまま画像として保存され、
申請に添付されます。
必ず描画した飛行範囲等が全て画面上に表示されている
ことを確認した上で登録してください。
※システムに『画像』として保存されるため、適切な縮尺
（飛行範囲の詳細がわかる縮尺）にて登録してください。
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■申請書作成（２／４）飛行詳細入力画面



DIPS申請における注意点（申請書作成）⑤

◆申請書の提出先は以下を参考にしてください。

・空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域
における飛行の許可申請
☞東京空港事務所 もしくは 関西空港事務所

・上記以外の許可・承認申請
☞東京航空局 もしくは 大阪航空局

◆4.（1）飛行が想定される範囲はどこですか？」で都道府
県を選択し、地方航空局宛に申請をする場合、選択した
都道府県の管轄局を申請先として選択してください。

また、選択した都道府県が両局の管轄に跨る場合は、申
請者の住所を管轄する地方航空局を申請先として選択し
てください。
なお、空港事務所宛てに申請をする場合は、飛行する場
所を管轄する空港事務所毎に申請を行ってください。

！～注意事項～！

◆空港周辺空域で夜間飛行を行う場合、150m以上の高さ
の空域で目視外飛行を行う場合などは、同一の申請書を
空港事務所と地方航空局のどちらにも申請する必要があ
ります。
その場合、一方の申請書を作成した後に、申請書複製機
能を使用して、作成済みの申請書の提出先を変更し、そ
れぞれに提出をしてください。
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■申請書作成（２／４）飛行詳細入力画面



DIPS申請における注意点（申請書作成）⑥-1

◆所有者の住所（都道府県）が未登録の機体が含まれてい
る場合、機体情報編集（基本情報）画面で所有者情報を登
録し、機体を再度追加してください。

ドローン登録システムから情報取得で登録した機体の場
合は、機体情報編集（基本情報）画面で「ドローン登録シス
テム連携最新化」ボタンを押下し、所有者の登録を行って
ください。

◆登録記号がある機体と試験飛行届出番号がある機体が
混在した申請は出来ません。どちらか一方の機体のみを
追加してください。

◆「機体追加」ボタンを押下することで、選択した機体が一
覧に表示されます。
申請しない機体が一覧にある場合は、機体を削除してくだ
さい。

機体数が多い場合は、登録済みの機体を一括で追加した
後に不要な機体を削除することをお勧めします。

◆選択したすべての機体について、飛行形態等に応じ、必
要な追加基準が入力されているかチェックが行われます。
選択した機体のうち１機でも追加基準を満たしていない場
合は、登録出来ません。
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■申請書作成（３／４）機体・操縦者選択画面

「ドローン登録システム連携
最新化」ボタンを押下



DIPS申請における注意点（申請書作成）⑥-2

25

◆飛行形態に応じた追加基準について

ホームページ掲載無人航空機を選択していて改造していない場合は、追加基準の入力や
写真の添付が不要となる場合があります。申請する機体の飛行形態の区分情報はホーム
ページ掲載無人航空機一覧画面で確認することができます。

なお、ドローン登録システムから連携した機体はホームページ掲載無人航空機であるか否
か、自動判別されます。



DIPS申請における注意点（申請書作成）⑦

◆飛行経験が10時間に満たない操縦者がいる場合は、本
欄に 『代替的な安全対策』を記載いただく必要があります。

※飛行経験が10時間以上ある操縦者のみの申請の場合は、
本欄は何も記載しないでください。（本欄を記載しないと先に
進めない等不具合が発生する場合は、スペースを入力して
ください）

◆夜間飛行、目視外飛行、物件投下の経験が無い場合は、
いずれかに☑チェックを入れる必要があります。（複数選択
はできません）

・「業務」での飛行申請の場合
「飛行マニュアルに基づいた訓練を屋内又は訓練
のために許可等を受けた場所にて実施した後に業
務のための飛行を行う。」にチェックしてください。

・「飛行訓練」での申請の場合
「訓練のための申請であり、無人航空機を飛行さ
せる者又はその関係者の管理下にあって第三者
が立ち入らないよう措置された場所において行うも
のである。」にチェックしてください。

・「業務外」、「趣味」での申請の場合
夜間飛行、目視外飛行、物件投下の経験が無い
方は申請はできません。
屋内にて、飛行実績を得てから申請してください。
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■申請書作成（３／４）機体・操縦者選択画面



DIPS申請における注意点（申請書作成）⑧

◆《航空局標準マニュアルを使用》を選択してください。

申請にあたり、『航空局標準マニュアル』を使用する場
合、記載内容を熟読願います。
（航空法等の改正に伴い、随時内容が更新されます
ので、「無人航空機の飛行のルール」ホームページにて
最新のマニュアル内容を確認してください。新のマニュ
アル内容を確認するようにしてください

◆「独自マニュアル」を使用する場合は《その他のマ
ニュアル》を選択してください。

※申請に使用できる《民間団体等標準マニュア
ル》は現在存在しません。

◆独自マニュアルを使用する場合は、
「航空局標準マニュアルと同等の水準ですか」は【い
いえ】にチェックしていただき、「航空局標準マニュア
ル」から変更した事項を全て記載して下さい。

記載例）
・飛行させる際の風速
・高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の
飛行

◆作成した独自マニュアル一式を添付してください。
※変更した部分のみの添付は不可です。

◆独自マニュアルの容量が大きく添付ができない場
合は、《添付ファイルの追加（最大5ファイル）》箇所に
添付してください。
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■申請書作成（３／４）機体・操縦者選択画面



DIPS申請における注意点（申請書作成）⑨

◆緊急連絡先には、事故発生時などの緊急時に操縦者
と 連絡がとれる『携帯電話』の番号を記載して下さい。

◆《その他特記事項》欄には必要に応じて以下の内容を
記載してください。

§管轄空港事務所との調整について
地方局への申請に加えて、空港事務所への申請も必要
となる場合は、「管轄空港事務所の許可を得てから飛行
する」旨の記載

※本欄は自由記述欄ではございません。不必要な文言
が登録されている場合、修正の対象になりますので、
ご注意ください。

◆新たに「無制限」のチェックボックスを設けました。
保証金額（対人）または保証金額（対物）が無制限の場
合、「無制限」にチェックを入れてください。

◆複数の保険に加入している場合、次のとおり入力して
ください。
・「保険会社名」：保険会社名を列挙
・「商品名」：商品名を列挙
・「保証金額」：対人、対物ともに最も高い金額を記載
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■申請書作成（４／４）その他詳細等入力画面

◆申請書作成時に添付出来なかったファイルや追加ファ
イル等があれば添付してください。
（１ファイルの添付可能サイズは２MBです。）



DIPS申請における注意点（申請書作成）⑩

◆全ての項目について、記載漏れ、記載ミ
スが無いかどうか確認してから申請してく
ださい。
（各項目をクリックすることで、作成された
申請書の中身を確認することができます。）

・飛行期間に誤りはありませんか？

・住所、氏名に誤りはありませんか？
住所は都道府県を含む全ての住所が
登録されていますか？

・《経路を特定する申請》の場合
飛行経路図の表示は適切ですか？

・操縦者情報に登録した無人航空機を
全て選択していますか？

・操縦者の飛行経験時間は正しく記載
されていますか？
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■申請内容確認画面

以上で、登録作業は終了です。

入力内容を基に作成された添付の申請様
式、別添資料をそれぞれ選択し、登録内
容に不備がないか確認してください。

◆ドローン登録システムに登録記号が存在しない（抹消等）機体が選択されている場合、エラーメッセージが表示されます。

申請提出後、当局審査官にて到着順に審査いたしますので、審査部局からのメール連絡をお待ちください。

□にチェックを入れて「申請する」をクリック


